
～ ～ ～

種別 種別

調　整　用 1,200

移動用・小 1,000

舞 譜 大 音 ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ 800

面 小 ｽﾃｰｼﾞﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ 500

台 指揮者用 ﾜｲﾔﾚｽ式 2,000

台 響 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ式 1,200

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ式 1,000

100

関 関 800

500

1,000

係 係 600

1,500

１日につき 5,000

1,400

ﾎﾘｿﾞﾝﾄ アッパー 映 1,000

ﾗ ｲ ﾄ ロ　ア　ー 写 小ホール用 1,000

照 ｽﾎﾟｯﾄ 1kw以下 関 移　動　用 300

ﾗ ｲ ﾄ 0.5kw以下 係 会 議 室 用 300

明

3,000

そ 50

関 １日につき 30

の １日につき 100

200

係 他 200

10,000

× 円

持 込 特 殊 × 円

器 具 電 源 × 円

電 源 コンセント 円

［備　考］ １　使用料の欄に別に定めがあるものを除き、条例別表に定める午前、午後または夜間の各時間区分の使用ごとに１単位の使用として算定する。

３　婚礼用セットの内訳は、次のとおりとする。

  　平台８台、金びょう風２双、調光操作卓１式、ホリゾントライト（アッパー及びロアー）各１式、スポットライト（0.5KW以下）２７台、エフェクトシステム１式、カラーフィルター

  　１組、音声調整卓（調整室用）１式、増幅装置（プロセニアムスピーカー）２基、増幅装置（ステージモニタースピーカー）２基、エフェクター１台、マイクロフォン（ダイナミ

４　ピアノの使用料には、調律料を含まない。

１　式

１　枚

１　脚

１　台

350

50

100

回公演月 日　

半　双

令和

苫小牧市民会館小ホール・会議室付属設備及び備付物品使用料金

品　　　　　　名 単　位使用料（円）品　　　　　　名 数 使用料（円）

年

単　位

100

毛　　せ　　ん

カラーフィルター

ス　　タ　　ン　　ド

エフェクトシステム

ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ（移動用）

上　　　　　　敷

座　　布　　団

1,8006kwまで

300

１　式

１　式

1kw増すごと

１　台

１　台

600

600

１　式

１　台

１　台

１　台

１　台

１　台

１　台 500 １　本

１　本

１　枚

3,000

200

各 種 ス タ ン ド

１　台

金　　　　額

１　台

ｽｸﾘｰﾝ

持込音響設備電源

１　台

１　式

展　示　パ　ネ　ル

１　台

１　台

１　式

ピアノ（日本製小型）

 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

１　台

モ ニ タ － T V
1,000

１　台

ビ デ オ デ ッ キ

調 光 操 作 卓

200

1,200

250

1,000

500

1,000

装　置

ダイレクトボックス

１　式

１　基

エ フ ェ ク タ －

ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ

デ ジ タ ル 機 器

ア ナ ロ グ 機 器

１　台

１　台

１　台

１　台

１　基

１　本

１　式

会議室用放送設備

１　回

１　台

１　式

１　台

液晶プロジェクター

50

150

行事名

数

50箱　　　　　　足 調整卓

金　　　　額

ドライアイスマシン

金　び　ょ　う　風

演　　　　　　壇

１　枚

１　枚

平　　　　　　台 音　声

増　幅

100

ホ ワ イ ト ボ ー ド

テ　ー　ブ　ル

姿　　　　　　見

パ　イ　プ　い　す

１　台

100１　本

１時間につき

１　式

１　組

婚 礼 用 セ ッ ト

１日単位小計（Ｂ）

区間単位小計（Ａ）

時間単位小計（Ｃ）

  　ック式）及びスタンド各種、各３本並びにアナログ機器（カセットテープ式）２台

※条例別表備考第６項の規則で定めるところにより１０円未満の端数があるときは、その端数を　

　合　 計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）１　箇　所 250

２　会議室用放送設備は、マイクロフォン（ダイナミック式）及び各種スタンド、各１本又は２本とする。

　 切り捨てた額とする。


